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        公布された条例のあらまし         

 

◇特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省

令の改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における不

動産取得税の課税免除の対象を、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から令和10年３

月31日（現行 令和７年３月31日）までに対象施設を設置した者とする。 

(２) 施行期日は、公布の日とし、改正後の条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

◇職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「育児休業法」という。）の一部改正等に伴い、育児を行う職

員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、部分休業及び子育て部分休暇制度を拡充する措置を講

ずる。 

２ 条例の概要 

(１) 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

ア 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２

号部分休業」という。）の承認は、一部の例外の場合を除き、１時間を単位として行うものとする。 

  イ 第２号部分休業を請求することができる時間の範囲を、非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分と

し、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間とす

る。 

  ウ その他条例で定めることとされた事項を定める。 

  エ その他所要の規定の整備を行う。 

(２) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び

病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例において、給与の減額等について定めた規定中部分休業

について定めた部分等について、所要の規定の整備を行う。 

(３) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

 ア 子育て部分休暇を取得することができる期間として、毎年４月１日から翌年３月31日までの間におい

て、77時間30分の範囲内で１時間を単位として必要と認められる期間を選択できることとする。 

 イ 子育て部分休暇を、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間内において取得する

ことを要しないものとする。 

 ウ 任命権者は、職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置を講ずる場合には、当

該職員に対して、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

  (ア) 出生時両立支援制度等その他の事項を知らせるための措置 

  (イ) 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置 

  (ウ) 子の心身の状況等に起因して当該子の出生の日以後に発生等することが予想される職業生活と家庭

生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 エ その他所要の規定の整備を行う。 

(４) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

  (３)に準じた改正を行う。 

(５) 施行期日等 

 ア 施行期日は、公布の日とするイの一部に関する事項を除き、令和７年10月１日とする。 
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 イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

  青少年の容貌の画像情報を加工して作成した児童ポルノ等の作成、製造及び提供を防止するため、当該行為

が行われた場合の命令及び公表について定める等、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 知事は、青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作成、製造及び提供を

した者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他の必要な措置をとるべきことを命ず

ることができるものとする。 

(２) 知事は、(１)による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれ

らに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができるものとする。この場合、当該公表による青少年

の心身への影響に十分配慮するものとする。 

(３) 青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作成、製造及び提供をしたとき

は、当該違反行為をした者は、５万円以下の過料に処する。 

(４) (１)の命令を受けた者が当該命令に従わないときは、５万円以下の過料に処する。 

(５) 県は、この条例に定める事項に違反する行為により被害を受けた青少年及びその家族に対して、適切な

支援を受けられるようにするとともに、財政措置も含め必要な施策を講ずるものとする。 

(６) その他所要の規定の整備を行う。 

(７) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日から起算して１月を経過した日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

  出産育児をしやすい環境を整備し、子育て世帯等の居住の安定及び経済的負担の軽減を図るため、県営住宅

の優先入居の対象となる子育て世帯の対象を拡大する等所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 優先入居の対象となる者に、その者又は同居する配偶者のいずれかが40歳未満の者であり、当該配偶者

以外に同居する者がいないものを追加し、入居に係る収入の基準額を21万４千円とする。 

(２) 優先入居の対象となる者の条件を、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子（現行 中

学校を卒業等する前の児童等）と同居する者とし、そのうち該当する子が３人以上の世帯の入居に係る収入

の基準額を25万９千円（現行 15万8千円）とする。 

(３) その他所要の規定の整備を行う。 

(４) 施行期日は、令和８年４月１日とする。 

 

◇貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

 (１) 県内における医師の確保を図るため、鳥取大学において医学を専攻する者（地域医療に貢献する者を確

保するために設置される特別の入学枠により入学した者に限る。）で、将来県内の医療機関等において医師

の業務に従事しようとするものに対し、新たに地域医療強化医師確保奨学金を貸し付けることに伴い、当該

奨学金の返還に係る債務の免除について定める。 

 (２) 医師及び看護師の多様な働き方を支援するため、看護職員奨学金、医師養成確保奨学金、臨時特例医師

確保対策奨学金、臨床研修医研修資金貸付金及び医師海外留学資金貸付金に係る債務の免除の要件となる常
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勤看護職員若しくは常勤看護教員又は常勤医師としての業務の従事期間について、非常勤看護職員若しくは

非常勤看護教員又は非常勤医師として業務に従事した期間を考慮できることとする。 

 (３) 県内に居住し、又は県内企業に就業するグローバル人材を育成するため、国外の大学に進学する者に対

する鳥取県育英奨学資金の制度を設けることに伴い、当該奨学資金の返還に係る債務の免除条件を追加す

る。 

２ 条例の概要 

(１) 地域医療強化医師確保奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を定める。   

免除の条件 免除の範囲 

ア 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して２年（災害、疾病そ

の他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間）

以内に医師免許を取得した後、直ちに（災害、疾病その他やむを得ない理由により知事

が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に）鳥取大学医学部附属病院が管

理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を修了後直ちに（災害、疾病その他やむを得な

い理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に）鳥取大学医

学部附属病院が管理を行う専門研修（医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関す

る専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。）を受け、又は知事が別に定

める業務に従事し、専門研修等期間（専門研修を県内において受けた期間と知事が別に

定める業務に従事した期間を通算した期間をいう。以下同じ。）が４年間となったと

き。 

債務の全部 

イ アに規定する臨床研修を受けている期間又は専門研修等期間中に、研修若しくは業務

上の事由により死亡し、又は研修若しくは業務に起因して精神若しくは身体に著しい障

害を受けたためその研修を受け、又は業務に従事することができなくなったとき。 

ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため

医師の業務に従事することができなくなったとき。 

債務の全部

又は一部 

(２) 看護職員奨学金の免除の条件となる常勤看護職員又は常勤看護教員としての業務の期間について、常勤

看護職員又は常勤看護教員として勤務することができなかった場合において、非常勤看護職員又は非常勤看

護教員として勤務した期間を知事が別に定めるところにより換算した期間を加えるものとする。 

(３) 医師養成確保奨学金等の免除の条件となる常勤医師としての業務の期間について、常勤医師として勤務

することができなかった場合において非常勤医師として勤務した期間を知事が別に定めるところにより換算

した期間を加えるものとする。 

(４) 国外の大学を卒業した者（貸与を受けた奨学資金の額に国外加算額が含まれる者に限る。）が、当該大

学を卒業した日から起算して１年（国内への転居、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と

認めたときは、３年以内で知事がその都度定める期間）以内に県内居住又は県内就業を開始し、当該大学を

卒業した日から起算して８年を経過するまでの間に県内居住の期間と県内就業の期間が通算して５年以上と

なったときは、国外加算額に相当する額を限度として、その債務の一部を免除することができるものとす

る。 

(５) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

高等学校等就学支援金の支給の対象外とされる者に対する就学費用の支援制度が設けられることを踏まえ、

県立高等学校に在学する生徒の学びの機会を保障するため、県立高等学校における授業料等の減免対象を拡充

する。 
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２ 条例の概要 

(１) 授業料等の減免の対象を、非常災害その他特別の事由があると認められる生徒（現行 非常災害その他

特別の事由により、学資の支弁が著しく困難であると認められる生徒）に改める。 

(２) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日とし、改正後の条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

  イ 所要の経過措置を講ずる。 

 



  令和７年７月４日 金曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 77 号   

- 6 - 

条 例 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第33号 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例（平成12年鳥取県条例第61号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（促進区域における不動産取得税の課税免除） 

第３条 地域経済牽引事業促進法第４条第２項第１

号に規定する促進区域内において、同条第６項の

規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本

的な計画の同意の日（以下この条において「同意

日」という。）から令和10年３月31日までに、地

域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域

経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26

条の地方公共団体等を定める省令（平成19年総務

省令第94号）第２条に規定する対象施設（以下

「対象施設」という。）を設置した地域経済牽引

事業促進法第14条第１項に規定する承認地域経済

牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家

屋（当該施設の用に供する部分に限るものとし、

事務所等に係るものを除く。）又はその敷地であ

る土地の取得（同意日以後の取得に限り、かつ、

土地の取得については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋の建設の着手があった場合における当該土地の

取得に限る。）については、不動産取得税を課さ

ない。 

（促進区域における不動産取得税の課税免除） 

第３条 地域経済牽引事業促進法第４条第２項第１

号に規定する促進区域内において、同条第６項の

規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本

的な計画の同意の日（以下この条において「同意

日」という。）から令和７年３月31日までに、地

域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域

経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26

条の地方公共団体等を定める省令（平成19年総務

省令第94号）第２条に規定する対象施設（以下

「対象施設」という。）を設置した地域経済牽引

事業促進法第14条第１項に規定する承認地域経済

牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家

屋（当該施設の用に供する部分に限るものとし、

事務所等に係るものを除く。）又はその敷地であ

る土地の取得（同意日以後の取得に限り、かつ、

土地の取得については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋の建設の着手があった場合における当該土地の

取得に限る。）については、不動産取得税を課さ

ない。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条

例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第34号 

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業

法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第５

条第２項、第７条、第８条、第10条第１項及び第２

項、第14条及び第15条（これらの規定を育児休業法

第17条において準用する場合を含む。）、第17条、

第18条第３項並びに第19条第１項から第３項まで及

び第５項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施

するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業

法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第５

条第２項、第７条、第８条、第10条第１項及び第２

項、第14条及び第15条（これらの規定を育児休業法

第17条において準用する場合を含む。）、第17条、

第18条第３項並びに第19条第１項及び第２項の規定

に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員

の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

(１) 略 

(２) 育児休業法第19条第１項の規定による請求を

した時点において、１週間の勤務日の日数が３日

以上である非常勤職員又は週以外の期間によって

勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤

務日の日数が121日以上であるもの以外の非常勤

職員（短時間勤務職員を除く。次条及び第21条に

おいて同じ。） 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

(１) 略 

(２) 育児休業法第19条第１項の規定による請求を

した時点において次の各号のいずれにも該当する

非常勤職員以外の非常勤職員（短時間勤務職員を

除く。次条及び第21条において同じ。） 

 

 

 

ア １週間の勤務日の日数が３日以上である非常

勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定め

られている非常勤職員で１年間の勤務日の日数

が121日以上であるもの 

イ １日の勤務時間数を考慮して人事委員会が定

める非常勤職員 

 

（第１号部分休業の承認） 

第20条 育児休業法第19条第２項第１号に掲げる範囲

内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下

「第１号部分休業」という。）の承認は、30分を単

 

（部分休業の承認） 

第20条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又

は終わりにおいて、30分を単位として行うものとす

る。 
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位として行うものとする。 

２ 特別休暇のうち人事委員会規則で定めるものを承

認されている職員（非常勤職員を除く。）に対する

第１号部分休業の承認については、１日につき２時

間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない

範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認につい

ては、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間

（前項に規定する特別休暇に相当する休暇を承認さ

れている非常勤職員にあっては、１日の勤務時間か

ら当該休暇の時間に５時間45分を加えた時間を減じ

た時間）の範囲内で行うものとする。 

 

 

２ 特別休暇のうち人事委員会規則で定めるものを承

認されている職員（非常勤職員を除く。）に対する

部分休業の承認については、１日につき２時間から

当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、

１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間（前項

に規定する特別休暇に相当する休暇を承認されてい

る非常勤職員にあっては、１日の勤務時間から当該

休暇の時間に５時間45分を加えた時間を減じた時

間）の範囲内で行うものとする。 

 

（第２号部分休業の承認） 

第20条の２ 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる

範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業

（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１

時間を単位として行うものとする。ただし、次の各

号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定

める時間数の第２号部分休業を承認することができ

る。 

 (１) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単

位とした時間がある場合であって、当該勤務時間

の全てについて承認の請求があったとき 当該勤

務時間の時間数 

 (２) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端

数がある場合であって、当該残時間数の全てにつ

いて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期

間） 

第20条の３ 育児休業法第19条第２項の条例で定める

１年の期間は、毎年４月１日から翌年３月31日まで

とする。 

（育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定め

る時間を基準として条例で定める時間） 

第20条の４ 育児休業法第19条第２項第２号の人事院

規則で定める時間を基準として条例で定める時間

は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める時間とする。 

 (１) 非常勤職員以外の職員 77時間30分 

 (２) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当

たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間 
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（育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事

情） 

第20条の５ 育児休業法第19条第３項の条例で定める

特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院し

たこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項

の規定による申出時に予測することができなかった

事実が生じたことにより同条第３項の規定による変

更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同

項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養

育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情と

する。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第21条 職員（非常勤職員を除く。）が育児休業法第

19条第１項に規定する部分休業（次項において「部

分休業」という。）の承認を受けて勤務しない場合

には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤

務しない１時間につき、給与条例第16条第１項に規

定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。 

２ 略 

 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第21条 職員（非常勤職員を除く。）が部分休業の承

認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

給与条例第16条第１項に規定する勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

 

 

２ 略 

 

（部分休業の承認の取消事由） 

第22条 育児休業法第19条第６項において準用する同

法第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３

項変更をしたときとする。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用す

る。 

  

（現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（給与の減額等） 

第15条 略 

２ 職員が次に掲げる休業又は休暇の承認を受けて

勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（給与の減額等） 

第15条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）について勤務しないことをいう。）又は介

護休暇（当該職員が配偶者、父母、子等で負傷、

疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇として知事

が定めるものをいう。）の承認を受けて勤務しな

い場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務
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 (１) 育児部分休業（当該職員がその小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため１日の

勤務時間の全部又は一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として知事が定めるものをいう。） 

 (２) 修学部分休業（当該職員が大学その他の教

育施設における修学のため１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことが相当であると認

められる場合における休業として知事が定める

ものをいう。） 

 (３) 高齢者部分休業（55歳に達した当該職員が

１週間の勤務時間の一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として知事が定めるものをいう。） 

 (４) 子育て部分休暇（当該職員が中学校修了前

の子その他の子を養育するため、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇

として知事が定めるものをいう。） 

(５) 介護休暇等（当該職員が配偶者、父母、子

等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営む

のに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇として知事が定めるものをいう。） 

３ 略 

しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

を減額して給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

  

（企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年鳥取県条例第39号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（給与の減額等） 

第17条 略 

２ 職員が次に掲げる休業又は休暇の承認を受けて

勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（給与の減額等） 

第17条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）について勤務しないことが相当であると認

められる場合における休業として企業管理規程で

定めるものをいう。）又は介護休暇（当該職員が

配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により

日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として企業管理規程で定めるも
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(１) 育児部分休業（当該職員がその小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため１日の

勤務時間の全部又は一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

 (２) 修学部分休業（当該職員が大学その他の教

育施設における修学のため１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことが相当であると認

められる場合における休業として企業管理規程

で定めるものをいう。） 

 (３) 高齢者部分休業（55歳に達した当該職員が

１週間の勤務時間の一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

 (４) 子育て部分休暇（当該職員が中学校修了前

の子その他の子を養育するため、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

(５) 介護休暇等（当該職員が配偶者、父母、子

等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営む

のに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇として企業管理規程で定めるものをい

う。） 

３ 略 

のをいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１

時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

  

（病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成７年鳥取県条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（給与の減額等） 

第22条 略 

２ 職員が次に掲げる休業又は休暇の承認を受けて

勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

 

 

 

 

（給与の減額等） 

第22条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）について勤務しないことが相当であると認

められる場合における休業として企業管理規程で

定めるものをいう。）又は介護休暇（当該職員が

配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により
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(１) 育児部分休業（当該職員がその小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため１日の

勤務時間の全部又は一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

 (２) 修学部分休業（当該職員が大学その他の教

育施設における修学のため１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことが相当であると認

められる場合における休業として企業管理規程

で定めるものをいう。） 

 (３) 高齢者部分休業（55歳に達した当該職員が

１週間の勤務時間の一部について勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休業

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

 (４) 子育て部分休暇（当該職員が中学校修了前

の子その他の子を養育するため、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇

として企業管理規程で定めるものをいう。） 

(５) 介護休暇等（当該職員が配偶者、父母、子

等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営む

のに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇として企業管理規程で定めるものをい

う。） 

３ 略 

日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として企業管理規程で定めるも

のをいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１

時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

  

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（無給休暇） 

第17条 略 

２ 無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 子育て部分休暇 次に掲げるいずれかの期間

  

 

（無給休暇） 

第17条 略 

２ 無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 子育て部分休暇 始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続する勤務時間内において、
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ア １日につき２時間（職員の育児休業等に関す

る条例（平成４年鳥取県条例第６号）第20条第

２項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認

されている職員にあっては、２時間から当該特

別休暇の時間を減じた時間）の範囲内で30分を

単位として必要と認められる期間 

 イ 毎年４月１日から翌年３月31日までの間にお

いて、77時間30分の範囲内で１時間を単位とし

て必要と認められる期間 

(４) 略 

３～６ 略 

 

（会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇） 

第20条 略 

 

１日につき２時間（職員の育児休業等に関する条

例（平成４年鳥取県条例第６号）第20条第２項の

人事委員会規則で定める特別休暇を承認されてい

る職員にあっては、２時間から当該特別休暇の時

間を減じた時間）の範囲内で30分を単位として必

要と認められる期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 略 

３～６ 略 

 

（会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇） 

第20条 略 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する

意向確認等） 

第21条 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例

第23条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定に

よる申出をした職員（以下この項において「申出職

員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 (１) 申出職員の仕事と育児の両立に資する制度又

は措置（次号において「出生時両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (２) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出

（以下「請求等」という。）に係る申出職員の意

向を確認するための措置 

 (３) 職員の育児休業等に関する条例第23条の規定

による申出に係る子の心身の状況又は育児に関す

る申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生

の日以後に発生し、又は発生することが予想され

る職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情

の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認

するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員

（以下この項において「対象職員」という。）に対

して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 
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 (１) 対象職員の仕事と育児の両立に資する制度又

は措置（次号において「育児期両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (２) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職

員の意向を確認するための措置 

 (３) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又

は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して

発生し、又は発生することが予想される職業生活

と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資す

る事項に係る対象職員の意向を確認するための措

置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定

により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、

当該意向に配慮しなければならない。 

（要介護者が介護を必要とする状況に至った職員に対

する意向確認等） 

第22条 任命権者は、職員が要介護者が当該職員の介

護を必要とするに至ったことを申し出たときは、当

該職員に対して、仕事と介護の両立に資する制度又

は措置（以下この条及び次条において「介護両立支

援制度等」という。）その他の事項を知らせるとと

もに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の措置を講じな

ければならない。 

 

２ 略 

 

（要介護者が介護を必要とする状況に至った職員に対

する意向確認等） 

第21条 任命権者は、職員が要介護者が当該職員の介

護を必要とするに至ったことを申し出たときは、当

該職員に対して、仕事と介護の両立に資する制度又

は措置（以下この条及び次条において「介護両立支

援制度等」という。）その他の事項を知らせるとと

もに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出

（次条において「請求等」という。）に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じ

なければならない。 

２ 略 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第23条 略 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第22条 略 

（人事委員会規則への委任） 

第24条 略 

（人事委員会規則への委任） 

第23条 略 

  

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第６条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第36号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（無給休暇） 

第15条 略 

２ 無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１)・(２) 略 

 

（無給休暇） 

第15条 略 

２ 無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１)・(２) 略 
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(３) 子育て部分休暇 次に掲げるいずれかの期間

  

 

 

 

 

 

 

ア １日につき２時間（職員の育児休業等に関す

る条例（平成４年鳥取県条例第６号）第20条第

２項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認

されている職員にあっては、２時間から当該特

別休暇の時間を減じた時間）の範囲内で30分を

単位として必要と認められる期間 

 イ 毎年４月１日から翌年３月31日までの間にお

いて、77時間30分の範囲内で１時間を単位とし

て必要と認められる期間 

(４) 略 

３～６ 略 

 

（会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇） 

第17条の２ 略 

 

(３) 子育て部分休暇 始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続する勤務時間内において、

１日につき２時間（職員の育児休業等に関する条

例（平成４年鳥取県条例第６号）第20条第２項の

人事委員会規則で定める特別休暇を承認されてい

る職員にあっては、２時間から当該特別休暇の時

間を減じた時間）の範囲内で30分を単位として必

要と認められる期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 略 

３～６ 略 

 

（会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇） 

第17条の２ 略 

 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する

意向確認等） 

第18条 市町村教育委員会は、職員の育児休業等に関

する条例第23条の措置を講ずるに当たっては、同条

の規定による申出をした職員（以下この項において

「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (１) 申出職員の仕事と育児の両立に資する制度又

は措置（次号において「出生時両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (２) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出

（以下「請求等」という。）に係る申出職員の意

向を確認するための措置 

 (３) 職員の育児休業等に関する条例第23条の規定

による申出に係る子の心身の状況又は育児に関す

る申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生

の日以後に発生し、又は発生することが予想され

る職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情

の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認

するための措置 

２ 市町村教育委員会は、３歳に満たない子を養育す

る職員（以下この項において「対象職員」とい
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う。）に対して、人事委員会規則で定める期間内

に、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 対象職員の仕事と育児の両立に資する制度又

は措置（次号において「育児期両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (２) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職

員の意向を確認するための措置 

 (３) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又

は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して

発生し、又は発生することが予想される職業生活

と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資す

る事項に係る対象職員の意向を確認するための措

置 

３ 市町村教育委員会は、第１項第３号又は前項第３

号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当

たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（要介護者が介護を必要とする状況に至った職員に対

する意向確認等） 

第19条 市町村教育委員会は、職員が要介護者が当該

職員の介護を必要とするに至ったことを申し出たと

きは、当該職員に対して、仕事と介護の両立に資す

る制度又は措置（以下この条及び次条において「介

護両立支援制度等」という。）その他の事項を知ら

せるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る

当該職員の意向を確認するための面談その他の措置

を講じなければならない。 

 

２ 略 

 

（要介護者が介護を必要とする状況に至った職員に対

する意向確認等） 

第18条 市町村教育委員会は、職員が要介護者が当該

職員の介護を必要とするに至ったことを申し出たと

きは、当該職員に対して、仕事と介護の両立に資す

る制度又は措置（以下この条及び次条において「介

護両立支援制度等」という。）その他の事項を知ら

せるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る

当該職員の意向を確認するための面談その他の措置

を講じなければならない。 

２ 略 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第20条 略 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第19条 略 

（人事委員会規則への委任） 

第21条 略 

（人事委員会規則への委任） 

第20条 略 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。ただし、附則第４項及び第６項の規定は、公布の日から施行

する。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

から令和８年３月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における第１条の規定による改正後

の職員の育児休業等に関する条例第20条の４の規定の適用については、同条第１号中「77時間30分」とあるの

は「38時間45分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とする。 
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（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日から令和８年３月31日までの間における子育て部分休暇の承認の請求をする場合における第５条の規

定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「新勤務時間条例」という。）第17条第２項第

３号イの規定の適用については、「77時間30分」とあるのは、「38時間45分」とする。 

４ 任命権者は、施行日前においても、新勤務時間条例第21条第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置

を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じら

れたものとみなす。 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日から令和８年３月31日までの間における子育て部分休暇の承認の請求をする場合における第６条の規

定による改正後の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「新県費負担教職員勤務時間条例」

という。）第15条第２項第３号イの規定の適用については、「77時間30分」とあるのは、「38時間45分」とす

る。 

６ 市町村教育委員会は、施行日前においても、新県費負担教職員勤務時間条例第18条第２項の規定の例によ

り、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後

は、同項の規定により講じられたものとみなす。 
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鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第35号 

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

 

鳥取県青少年健全育成条例（昭和55年鳥取県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 罰則（第26条－第30条） 

 附則 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 罰則（第26条－第28条） 

 附則 

 

（県の責務） 

第３条 略 

２ 略 

３ 県は、この条例に定める事項に違反する行為によ

り被害を受けた青少年及びその家族に対して、適

切な支援を受けられるようにするとともに、財政

措置も含め必要な施策を講ずるものとする。 

 

（児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止） 

第18条の３ 略 

２ 略 

３ 知事は、前２項の規定に違反した者に対して、期

限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他

の必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

（県の責務） 

第３条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

（児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止） 

第18条の３ 略 

２ 略 

４ 知事は、前項の規定による命令を受けた者が当該

命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称

又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表

することができる。この場合、当該公表による青少

年の心身への影響に十分配慮するものとする。 

 

第27条 略 

 

第28条 第18条の３第１項又は第２項の規定に違反し

たときは、当該違反行為をした者は、５万円以下の

過料に処する。 

２ 第18条の３第３項の規定による命令を受けた者が

当該命令に従わないときは、５万円以下の過料に処

する。 

 

 

 

 

 

 

第27条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 



  令和７年７月４日 金曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 77 号   

- 19 - 

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科

する。 

 

第30条 略 

 

 

 

 

 

 

第28条 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鳥取県青少年健全育成条例第18条の３第３項及び第４項の規定は、この条例の施行後に同条第１項

又は第２項の規定に違反した者について適用する。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第36号 

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和34年鳥取県条例第49号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（入居者の資格） 

第５条 県営住宅に入居することができる者は、次の

各号（被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第

14号）第21条に規定する者にあっては、第１号、第

３号及び第４号）の条件を備えている者とする。 

 (１) 略 

(２) その者の収入がアからエまでに掲げる場合に

応じ、それぞれアからエまでに掲げる金額を超え

ないこと。 

ア 同居する者に18歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子が３人以上いる場合 

25万９千円 

  イ 次のいずれかに該当する場合（アに該当する

場合を除く。） 21万４千円 

(ア)～(オ) 略 

(カ) 同居する者に18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある子がいること。 

 

 

 

   (キ) 略 

(ク) その者又は同居する配偶者（婚姻の届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者その他婚姻の予約者を含む。以下同

じ。）のいずれかが40歳未満の者であり、当

該配偶者以外に同居する者がいないこと。 

  ウ 法第24条第２項の規定に該当する県営住宅の

場合（ア又はイに該当する場合を除く。） 21

万４千円（災害発生の日から３年を経過した後

は、15万８千円） 

エ アからウまでに掲げる場合以外の場合 15万

８千円 

 (３)・(４) 略 

２・３ 略 

 

（入居者資格の特例） 

 

（入居者の資格） 

第５条 県営住宅に入居することができる者は、次の

各号（被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第

14号）第21条に規定する者にあっては、第１号、第

３号及び第４号）の条件を備えている者とする。 

 (１) 略 

 (２) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に

応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超え  

ないこと。 

 

 

 

ア 次のいずれかに該当する場合 21万４千円 

 

(ア)～(オ) 略 

(カ) 同居する者に中学校（義務教育学校の後

期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支

援学校の中学部を含む。第７条第４項第１号

において同じ。）を卒業し、又は修了するま

での児童がいること。 

(キ) 略 

 

 

 

 

 

  イ 法第24条第２項の規定に該当する県営住宅の

場合 21万４千円（災害発生の日から３年を経

過した後は、15万８千円） 

 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 15万８千

円 

 (３)・(４) 略 

２・３ 略 

 

（入居者資格の特例） 
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第５条の２ 略 

２ 前条第１項第２号ウに掲げる県営住宅の入居者

は、同項に掲げる条件を備えているほか、当該災害

発生の日から３年間は、なお、当該災害により住宅

を失った者でなければならない。 

 

（入居者の選考） 

第７条 略 

２・３ 略 

４ 知事は、第１項に規定する者のうち次に掲げる者

については、前２項の規定にかかわらず、県営住宅

に優先的に選考して入居させることができる。 

(１) 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの

間にある子と同居する者 

 (２) 略 

(３) ５人以上の世帯を構成する者 

 

(４)～(14) 略 

(15) その者又は同居する配偶者のいずれかが40歳

未満の者であり、当該配偶者以外に同居する者が

いないもの 

 

（同居の承認） 

第９条の２ 略 

２ 知事は、次に掲げる事由の全てに該当するとき

は、前項の承認をすることができる。 

(１) 略 

(２)  前項の承認後における当該入居者の収入が第

５条第１項第２号アからエまでに掲げる場合に応

じ、それぞれ同号アからエまでに掲げる金額を超

えないこと。 

(３)・(４) 略 

 

第５条の２ 略 

２ 前条第１項第２号イに掲げる県営住宅の入居者

は、同項に掲げる条件を備えているほか、当該災害

発生の日から３年間は、なお、当該災害により住宅

を失った者でなければならない。 

 

（入居者の選考） 

第７条 略 

２・３ 略 

４ 知事は、第１項に規定する者のうち次に掲げる者

については、前２項の規定にかかわらず、県営住宅

に優先的に選考して入居させることができる。 

(１) 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と

同居する者 

 (２) 略 

(３) ５人以上の世帯又は18歳未満の児童が３人以

上の世帯を構成する者 

(４)～(14) 略 

 

 

 

 

（同居の承認） 

第９条の２ 略 

２ 知事は、次に掲げる事由の全てに該当するとき

は、前項の承認をすることができる。 

(１) 略 

(２)  前項の承認後における当該入居者の収入が第

５条第１項第２号アからウまでに掲げる場合に応

じ、同号アからウまでに掲げる金額を超えないこ

と。 

(３)・(４) 略 

 

（入居の承継の承認） 

第９条の３ 略 

２ 知事は、同居者が次に掲げる事由の全てに該当し

ているときは、前項の承認をすることができる。 

 (１) 略 

(２) 前項の承認後における当該同居者の収入が第

５条第１項第２号アからエまでに掲げる場合に応

じ、それぞれ同号アからエまでに掲げる金額を超

えないこと。 

(３) 入居者の配偶者又は第７条第４項各号に掲げ

る者であること。 

 

３～５ 略 

（入居の承継の承認） 

第９条の３ 略 

２ 知事は、同居者が次に掲げる事由の全てに該当し

ているときは、前項の承認をすることができる。 

(１) 略 

(２) 前項の承認後における当該同居者の収入が第

５条第１項第２号アからウまでに掲げる場合に応

じ、同号アからウまでに掲げる金額を超えないこ

と。 

(３) 入居者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は

第７条第４項各号に掲げる者であること。 

３～５ 略 
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（収入超過者等に関する認定） 

第19条 知事は、毎年度、第９条の５第２項又は第３

項の規定により認定した入居者の収入の額が第５条

第１項第２号アからエまでに掲げる場合に応じそれ

ぞれ同号アからエまでに掲げる金額を超え、かつ、

当該入居者が県営住宅に引き続き３年以上入居して

いるときは、当該入居者を収入超過者として認定

し、その旨を当該入居者に通知するものとする。 

２・３ 略 

 

 

（収入超過者等に関する認定） 

第19条 知事は、毎年度、第９条の５第２項又は第３

項の規定により認定した入居者の収入の額が第５条

第１項第２号アからウまでに掲げる場合に応じ同号

アからウまでに掲げる金額を超え、かつ、当該入居

者が県営住宅に引き続き３年以上入居しているとき

は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨

を当該入居者に通知するものとする。 

２・３ 略 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第37号 

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例 

 

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和44年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受

けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲

げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右

欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務

を免除することができる。 

 

知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受

けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲

げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右

欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務

を免除することができる。 

貸付金の種類 免除の条件 免除の

範囲 

 略 

看

護

職

員

奨

学

金

県 内 に お

ける看護職

員 （ 保 健

師、助産師

及び看護師

をいう。以

下この項に

お い て 同

じ。）の確

保を図るた

め、国立大

学法人鳥取

大学（以下

「 鳥 取 大

学 」 と い

う。）にお

いて看護学

を専攻する

者（地域枠

推薦入学又

は看護職員

確保のため

に設けられ

た特別の入

学枠により

入学した者

に限る。）

１ 鳥取大学を卒業

した日から２年

（災害、疾病その

他やむを得ない理

由により知事が必

要と認めたとき

は、知事がその都

度定める期間）以

内に看護職員の免

許を取得し、か

つ、大規模病院以

外の県内の施設に

おいて常勤看護職

員（１週間当たり

の勤務時間が32時

間以上である看護

職員をいう。以下

同じ。）の業務に

従事し、又は県内

の看護職員養成施

設において常勤看

護教員（１週間当

たりの勤務時間が

32時間以上である

看護教員をいう。

以下同じ。）の業

務に従事し、引き

 略 

貸付金の種類 免除の条件 免除の

範囲 

 略 

看

護

職

員

奨

学

金

県 内 に お

ける看護職

員 （ 保 健

師、助産師

及び看護師

をいう。以

下この項に

お い て 同

じ。）の確

保を図るた

め、国立大

学法人鳥取

大学（以下

「 鳥 取 大

学 」 と い

う。）にお

いて看護学

を専攻する

者（地域枠

推薦入学又

は看護職員

確保のため

に設けられ

た特別の入

学枠により

入学した者

に限る。）

１ 鳥取大学を卒業

した日から２年

（災害、疾病その

他やむを得ない理

由により知事が必

要と認めたとき

は、知事がその都

度定める期間）以

内に看護職員の免

許を取得し、か

つ、大規模病院以

外の県内の施設に

おいて常勤の看護

職員の業務（１週

間当たりの勤務時

間が32時間以上で

あるものに限る。

以下同じ。）に従

事し、又は県内の

看護職員養成施設

において常勤の看

護教員の業務に従

事し、引き続き６

年間これらの業務

に従事したとき。

 

 

 略 
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で、将来県

内において

看護職員の

業務に従事

しようとす

るものに対

して貸し付

ける資金 

続き６年間これら

の業務に従事した

とき。 

２ 県内において常

勤看護職員又は常

勤看護教員の業務

に従事中に、業務

上の事由により死

亡し、又は業務に

起因して精神若し

くは身体に著しい

障害を受けたため

その業務に従事す

ることができなく

なったとき。 

 

 ３ 第１号に該当す

る場合を除き、県

内において常勤看

護職員又は常勤看

護教員の業務に従

事し、引き続き看

護職員奨学金の貸

与を受けた期間に

相当する期間以上

その業務に従事し

たとき。 

債務の

全部又

は一部

（大規

模病院

におい

て常勤

看護職

員の業

務に従

事した

場合に

あって

は、貸

与を受

けた看

護職員

奨学金

の額の

２分の

１に相

当する

額を限

度とす

る。）

 ４ 第２号に該当す

る場合を除き、死

亡し、又は精神若

しくは身体に著し

 略 

で、将来県

内において

看護職員の

業務に従事

しようとす

るものに対

して貸し付

ける資金 

 

 

 

２ 県内において常

勤の看護職員又は

看護教員の業務に

従事中に、業務上

の事由により死亡

し、又は業務に起

因して精神若しく

は身体に著しい障

害を受けたためそ

の業務に従事する

ことができなく

なったとき。 

３ 第１号に該当す

る場合を除き、県

内において常勤の

看護職員又は看護

教員の業務に従事

し、引き続き看護

職員奨学金の貸与

を受けた期間に相

当する期間以上そ

の業務に従事した

とき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務の

全部又

は一部

（大規

模病院

におい

て常勤

の看護

職員の

業務に

従事し

た場合

にあっ

ては、

貸与を

受けた

看護職

員奨学

金の額

の２分

の１に

相当す

る額を

限度と

す

る。）

４ 第２号に該当す

る場合を除き、死

亡し、又は精神若

しくは身体に著し

 略 
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い障害を受けたた

め常勤看護職員の

業務に従事するこ

とができなくなっ

たとき。 

 略 

医

師

養

成

確

保

奨

学

金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 内 に お

ける医師の

確保を図る

ため、大学

において医

学を専攻す

る者で、将

来県内の知

事が指定す

る病院又は

県内の地方

公共団体が

設置する診

療所（以下

「指定病院

等 」 と い

う。）（学

校法人自治

医 科 大 学

（以下「自

治 医 科 大

学 」 と い

う。）にお

いて医学を

専攻する者

に あ っ て

は、将来知

事が勤務を

命ずる県内

の病院又は

県内の普通

地方公共団

体が設立す

る 診 療 所

（以下「勤

務命令病院

等 」 と い

う。））に

おいて医師

 略 

３ 前号に該当する

場合を除き、死亡

し、又は精神若し

くは身体に著しい

障害を受けたため

医師の業務に従事

することができな

くなったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務の

全部又

は一部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い障害を受けたた

め常勤の看護職員

の業務に従事する

ことができなく

なったとき。 

 略 

医

師

養

成

確

保

奨

学

金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 内 に お

ける医師の

確保を図る

ため、大学

において医

学を専攻す

る者で、将

来県内の知

事が指定す

る病院又は

県内の地方

公共団体が

設置する診

療所（以下

「指定病院

等 」 と い

う。）（学

校法人自治

医 科 大 学

（以下「自

治 医 科 大

学 」 と い

う。）にお

いて医学を

専攻する者

に あ っ て

は、将来知

事が勤務を

命ずる県内

の病院又は

県内の普通

地方公共団

体が設立す

る 診 療 所

（以下「勤

務命令病院

等 」 と い

う。））に

おいて医師

 略 

３ 前号に該当する

場合を除き、死亡

し、又は精神若し

くは身体に著しい

障害を受けたため

医師の業務に従事

することができな

くなったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務の

全部又

は一部
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の業務に従

事しようと

するものに

対して貸し

付ける資金 

地

域

医

療

強

化

医

師

確

保

奨

学

金

県 内 に お

ける医師の

確保を図る

ため、鳥取

大学におい

て医学を専

攻 す る 者

（県内の地

域医療に貢

献する者を

確保するた

めに設置さ

れる特別の

入学枠によ

り入学した

者 に 限

る。）で、

将来県内に

おいて医師

の業務に従

事しようと

するものに

対して貸し

付ける資金 

１ 鳥取大学を卒業

した日の属する年

度の翌年度の初日

から起算して２年

（災害、疾病その

他やむを得ない理

由により知事が必

要と認めたとき

は、知事がその都

度定める期間）以

内に医師免許を取

得した後、直ちに

（災害、疾病その

他やむを得ない理

由により知事が必

要と認めたとき

は、知事がその都

度定める期間内

に）国立大学法人

鳥取大学医学部附

属病院が管理を行

う臨床研修を受

け、当該臨床研修

を修了後直ちに

（災害、疾病その

他やむを得ない理

由により知事が必

要と認めたとき

は、知事がその都

度定める期間内

に）国立大学法人

鳥取大学医学部附

属病院が管理を行

う専門研修（医師

が臨床研修を修了

した後に受ける医

療に関する専門的

な知識及び技能に

関する研修をい

う。以下同じ。）

債務の

全部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の業務に従

事しようと

するものに

対して貸し

付ける資金 
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を受け、又は知事

が別に定める業務

に従事し、専門研

修等期間（専門研

修を県内において

受けた期間又は知

事が別に定める業

務に従事した期間

を通算した期間を

いう。以下この項

において同じ。）

が４年間となった

とき。 

  ２ 前号に規定する

臨床研修を受けて

いる期間又は専門

研修等期間中に、

研修若しくは業務

上の事由により死

亡し、又は研修若

しくは業務に起因

して精神若しくは

身体に著しい障害

を受けたためその

研修を受け、又は

その業務に従事す

ることができなく

なったとき。 

 

  ３ 前号に該当する

場合を除き、死亡

し、又は精神若し

くは身体に著しい

障害を受けたため

医師の業務に従事

することができな

くなったとき。 

債務の

全部又

は一部

 略 

育

英

奨

学

資

金

有 用 な 人

材を育成す

るため、県

内に住所を

有する者の

子等で高等

学校（高等

学校に相当

１ 借受者が死亡し

たとき、又は精神

若しくは身体に著

しい障害を受けた

ため貸付金を償還

することができな

くなったと認めら

れるとき。 

債務の

全部又

は一部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 

育

英

奨

学

資

金

有 用 な 人

材を育成す

るため、県

内に住所を

有する者の

子等で高等

学校（高等

学校に相当

借受者が死亡した

とき、又は精神若し

くは身体に著しい障

害を受けたため貸付

金を償還することが

できなくなったと認

められるとき。 

債務の

全部又

は一部
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する外国の

学校のうち

教育委員会

が認めるも

の を 含

む。）、特

別 支 援 学

校、高等専

門学校、大

学（大学に

相当する外

国の学校の

うち教育委

員会が認め

るものを含

む。）又は

専修学校に

在学するも

ののうち、

経済的理由

により修学

が困難であ

る者に対し

て貸し付け

る資金 

２ 国外の大学を卒

業した者（貸与を

受けた奨学資金の

額に国外加算額が

含まれる者に限

る。）が、当該大

学を卒業した日か

ら起算して１年

（国内への転居、

災害、疾病その他

やむを得ない理由

により知事が必要

と認めたときは、

３年以内で知事が

その都度定める期

間）以内に県内居

住（就業を伴う県

内での居住をい

う。以下同じ。）

又は県内就業（県

内企業（勤務する

事業所又は主たる

事務所の所在地が

県内にあるものを

いう。）における

就業をいう。以下

同じ。）を開始

し、当該大学を卒

業した日から起算

して８年（災害、

疾病その他やむを

得ない理由により

知事が必要と認め

たときは、知事が

その都度定める期

間）を経過するま

での間に県内居住

の期間と県内就業

の期間が通算して

５年以上となった

とき。 

債務の

一 部

（国外

加算額

に相当

する額

を限度

と す

る。）

 略 

備考  

 １ 略 

２ 看護職員奨学金の項免除の条件の欄第１号及び

する外国の

学校のうち

教育委員会

が認めるも

の を 含

む。）、特

別 支 援 学

校、高等専

門学校、大

学（大学に

相当する外

国の学校の

うち教育委

員会が認め

るものを含

む。）又は

専修学校に

在学するも

ののうち、

経済的理由

により修学

が困難であ

る者に対し

て貸し付け

る資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 

備考 

 １ 略 
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第３号の規定による常勤看護職員又は常勤看護教

員の業務に従事した期間の計算については、常勤

看護職員又は常勤看護教員の業務に従事すること

ができなかった場合において非常勤看護職員（１

週間当たりの勤務時間が32時間未満の看護職員を

いう。）又は非常勤看護教員（１週間当たりの勤

務時間が32時間未満の看護教員をいう。）の業務

に従事した期間を知事が別に定めるところにより

換算した期間を加えるものとする。 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

 ６ 医師養成確保奨学金の項免除の条件の欄第１号

の規定による常勤医師としての業務に従事した期

間の計算については、知事が特に指定する病院に

おいて常勤医師としての業務に従事する期間は３

年を上限とし、臨床研修を受けた期間（その期間

が２年を超えるときは２年とし、奨学金の貸与を

受けた期間が２年未満のときは１年とする。）及

び常勤医師としての業務に従事することができな

かった場合において非常勤医師（当該指定病院等

において定める医師の勤務時間の一部を勤務し、

又は１週間当たり32時間未満勤務する医師をい

う。以下同じ。）の業務に従事した期間を知事が

別に定めるところにより換算した期間を加えるも

のとする。 

 ７ 略 

 ８ 地域医療強化医師確保奨学金の項免除の条件の

欄第１号に規定する専門研修等期間の計算につい

ては、知事が別に定めるところによるものとし、

専門研修を修了した後（これに準ずると認められ

る場合を含む。）又は知事が別に定める業務に従

事した後、直ちに（災害、疾病その他やむを得な

い理由により知事が必要と認めたときは、知事が

その都度定める期間内に）県内の病院又は診療所

において医師の業務に従事したときは、当該医師

の業務に従事した期間を加えるものとする。 

 ９ 臨時特例医師確保対策奨学金の項免除の条件の

欄第１号、臨床研修医研修資金貸付金の項免除の

条件の欄第１号及び医師海外留学資金貸付金の項

免除の条件の欄第１号の規定による常勤医師とし

ての業務に従事した期間の計算については、常勤

医師としての業務に従事することができなかった

場合において非常勤医師の業務に従事した期間を

知事が別に定めるところにより換算した期間を加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

５ 医師養成確保奨学金の項免除の条件の欄第１号

の規定による常勤医師としての業務に従事した期

間の計算については、知事が特に指定する病院に

おいて常勤医師としての業務に従事する期間は３

年を上限とし、臨床研修を受けた期間（その期間

が２年を超えるときは２年とし、奨学金の貸与を

受けた期間が２年未満のときは１年とする。）を

加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

６ 略 
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えるものとする。 

 10 育英奨学資金の項免除の条件の欄第２号に規定

する国外加算額とは、貸与を受けた育英奨学資金

の額のうち大学等が設置されている国の地域に応

じて加算して貸与された額をいう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から

適用する。 
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鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第38号 

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例（昭和63年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（授業料等の減免） 

第７条 知事は、非常災害その他特別の事由があると

認められる生徒に対しては、規則で定めるところに

より、授業料、入学料及び入学選抜手数料の全部又

は一部を減免することができる。 

 

２ 略 

（授業料等の減免） 

第７条 知事は、非常災害その他特別の事由により、

学資の支弁が著しく困難であると認められる生徒に

対しては、規則で定めるところにより、授業料、入

学料及び入学選抜手数料の全部又は一部を減免する

ことができる。 

２ 略 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和７年４月以降の月分の授業料であってこの条例の施行の日までに既に納付したものについて、改正後の

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第７条第１項の規定により減免を行ったときは、同条例第８条の規定に

かかわらず、これを還付することができる。 
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教 育 委 員 会 規 則 

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年７月４日 

鳥取県教育委員会教育長 足  羽  英  樹 

鳥取県教育委員会規則第12号 

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則 

 

鳥取県育英奨学資金貸与規則（昭和35年鳥取県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（奨学資金の額） 

第３条 奨学資金の額は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

区 分 金 額 

 略 

大 学

等 奨

学 資

金 

国内の大

学等に在

学する場

合 

国 立

又 は

公立 

月額 45,000円

私立 月額 54,000円

国外の大学に在学

する場合 

基本額に、必要に

応じて国外加算額

を加算した額 

備考 

１ この表において、「基本額」とは、月額

60,000円、月額90,000円又は月額120,000円のう

ち、奨学資金の貸与を受けようとする者が選択

する金額をいう。 

２ この表において、「国外加算額」とは、大学

が設置されている国の地域に応じて、月額

20,000円、月額40,000円又は月額80,000円のう

ちから教育委員会が別に定めるところにより決

定される金額をいう。 

 

（奨学資金の額） 

第３条 奨学資金の額は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

区 分 金 額 

 略 

大学

等奨

学資

金 

国立又は公立 月額 45,000円

私立 

 

 

 

 

 

月額 54,000円

 

 

 

 

 

 

   

（貸与の期間） 

第４条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与

を受けることとなった月から高等学校等又は大学等

の正規の修業年限（国外の大学又は高等学校の通信

制の課程若しくは学年による教育課程の区分を設け

ない定時制の課程にあっては、４年）の終了する月

までとする。 

 

 

（貸与の期間） 

第４条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与

を受けることとなった月から高等学校等又は大学等

の正規の修業年限（高等学校の通信制の課程又は学

年による教育課程の区分を設けない定時制の課程に

あっては、４年）の終了する月までとする。 

 

 

別記様式第１号（第４条の３、第４条の４関係） 

（表） 

別記様式第１号（第４条の３、第４条の４関係） 

（表） 
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 略  略 

注 略 

（裏） 

注 略 

（裏） 

 略 

 上記のとおり記載事項に相違ありませんので、鳥

取県育英奨学資金貸与規則の規定により、高等学校

等奨学資金の貸与を申請します。 

  年 月 日 

 鳥取県教育委員会 様 

   申 請 者  氏名 

   法定代理人  氏名        

          住所 

          申請者との続柄（  ） 

 略 

 上記のとおり記載事項に相違ありませんので、鳥

取県育英奨学資金貸与規則の規定により、高等学校

等奨学資金の貸与を申請します。 

  年 月 日 

 鳥取県教育委員会 様 

   申 請 者  氏名 

   法定代理人  氏名       ㊞ 

          住所 

          申請者との続柄（  ） 

注 略 

 

注 略 

別記様式第４号（第５条の２関係） 

（表） 

 略 

別記様式第４号（第５条の２関係） 

（表） 

 略 

注 略 

（裏） 

 略 

 上記のとおり記載事項に相違ありませんので、鳥

取県育英奨学資金貸与規則の規定により、大学等奨

学資金の貸与を申請します。 

  年 月 日 

 鳥取県教育委員会 様 

申 請 者  氏名 

   法定代理人  氏名        

          住所 

          申請者との続柄（  ） 

注 略 

（裏） 

 略 

 上記のとおり記載事項に相違ありませんので、鳥

取県育英奨学資金貸与規則の規定により、大学等奨

学資金の貸与を申請します。 

  年 月 日 

 鳥取県教育委員会 様 

申 請 者  氏名 

   法定代理人  氏名       ㊞ 

          住所 

          申請者との続柄（  ） 

注 略 注 略 

 

別記様式第６号（第８条の２関係） 

鳥取県育英奨学資金貸与期間延長申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

次のとおり奨学資金の貸与期間の延長を申請しま

す。 

 略   

 略 連帯保証人氏名       

 保 証 人 氏 名       

 略   

別記様式第６号（第８条の２関係） 

鳥取県育英奨学資金貸与期間延長申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

次のとおり奨学資金の貸与期間の延長を申請しま

す。 

 略   

 略 連帯保証人氏名      ㊞

 保 証 人 氏 名      ㊞

 略   

注 略 注 略 

  

別記様式第７号（第８条の３関係） 別記様式第７号（第８条の３関係） 
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転学奨学資金継続申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

   年 月 日から次のとおり転学しましたので、

引き続き奨学資金の貸与を申請します。 

 略   

 略 連帯保証人氏名 

 略   

転学奨学資金継続申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

   年 月 日から次のとおり転学しましたので、

引き続き奨学資金の貸与を申請します。 

 略   

 略 連帯保証人氏名 ㊞

 略   

注 略 

 上記のとおり、転学により本校に転入したことを証

明します。 

年 月 日 

注 略 

 上記のとおり、転学により本校に転入したことを証

明します。 

年 月 日 

学校の名称 

学校長氏名     職印 

学校の名称 

学校長氏名     職印 

  

別記様式第８号（第９条関係） 

鳥取県育英奨学資金辞退届 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

住       所   

本人（奨学生）氏名 

住       所   

連 帯 保 証 人 氏 名  

次のとおり奨学資金の貸与を辞退します。 

 略 

注 略 

別記様式第８号（第９条関係） 

鳥取県育英奨学資金辞退届 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

住       所   

本人（奨学生）氏名   ㊞

住       所   

連 帯 保 証 人 氏 名   ㊞

次のとおり奨学資金の貸与を辞退します。 

 略 

注 略 

  

別記様式第９号（第10条関係） 

鳥取県育英奨学資金借用証書 

 略 

鳥取県育英奨学生として貸与を受けた上記奨学資

金は、規定に従い私ども連帯で裏面奨学資金返還明

細書のとおり滞りなく返還することを誓約します。

 万一奨学資金の返還を怠った場合には、奨学資金

返還明細書に記載した返還期限の到来前において指

定された日までに返還未済額の全部を一括返還する

ことを請求され強制執行の手続をとられても異議あ

りません。 

年 月 日

 鳥取県教育委員会  様 

 略 

 私は、上記の本人及び連帯保証人が奨学資金返還

義務の履行を怠ったときは、その義務を継続履行し

ます。 

※ただし、保証人が支払義務を負う債務の上限額

別記様式第９号（第10条関係） 

鳥取県育英奨学資金借用証書 

 略 

鳥取県育英奨学生として貸与を受けた上記奨学資

金は、規定に従い私ども連帯で裏面奨学資金返還明

細書のとおり滞りなく返還することを誓約します。

 万一奨学資金の返還を怠った場合には、奨学資金

返還明細書に記載した返還期限の到来前において指

定された日までに返還未済額の全部を一括返還する

ことを請求され強制執行の手続をとられても異議あ

りません。 

年 月 日

 鳥取県教育委員会  様 

 略 

 私は、上記の本人及び連帯保証人が奨学資金返還

義務の履行を怠ったときは、その義務を継続履行し

ます。 
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は返還未済額の２分の１の金額です。 

 略 

※租税特別措置法第91条の３第２項の規定の適用によ

り、印紙税は課されません。（国外の大学に在学し

た奨学生の場合は、※の記載を削除する。） 

 

鳥取県育英奨学資金返還明細書 

 略 

学校名     略 

 略 

返

還

額

・

方

法

□

半 年 賦  略 

（最終回

返還額）

□

月  賦

（最終回

返還額）

 略  

引落金融機関 ゆうちょ銀行・ゆうちょ銀行以外

（電子申請 □有 ・ □無）） 

 略 

（記入上の注意） 

１ 借用証書（表面）と返還明細書（裏面）の金額

を一致させること。 

２ 借用証書（表面）の金額の訂正はすることがで

きない。返還明細書（裏面）の金額の訂正は、必

ず本人の訂正印を押すこと。 

 

 

 

 

３ 略 

４ 略 

５ 返還額・方法の欄は、半年賦、月賦又は繰上返

還のいずれか希望のものについて記入すること。

６ 借入金額の全額を一括繰上返還する場合は、半

年賦及び月賦の欄に記入しないこと。 

７ ゆうちょ銀行以外の銀行に対して口座振替の依

頼を行った場合は、引落金融機関の欄の電子申請

の有無の該当するものに☑を付けること。 

８ 略 

 略 

※租税特別措置法第91条の３第２項の規定の適用によ

り、印紙税は課されません。 

 

 

鳥取県育英奨学資金返還明細書 

 略 

学校名    学校  略 

 略 

返

還

額

・

方

法

□

半 年 賦  略 

（最終返

還額） 

□

月  賦

（最終返

還額） 

 略  

引落金融機関 ゆうちょ銀行・ゆうちょ銀行以外

 略 

（記入上の注意） 

１ 表面の借用証書と裏面の明細書の金額を一致さ

せること。 

２ 金額の訂正は、必ず本人の訂正印を押すこと。

 

 

３ 返還額・方法欄は、半年賦、月賦又は繰上返還

のいずれか希望のものについて記入すること。 

４ 借入金額の全額を一括繰上返還する場合は、半

年賦及び月賦の欄に記入しないこと。 

５ 略 

６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

７ 略 

  

別記様式第10号（第12条関係） 

鳥取県育英奨学資金返還猶予申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

別記様式第10号（第12条関係） 

鳥取県育英奨学資金返還猶予申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 



  令和７年７月４日 金曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 77 号   

- 36 - 

次のとおり奨学資金の返還の猶予を申請します。 

奨 学 生 番 号 第    号 

住        所         

申請者（奨学生）氏名      

 略 

注 略 

次のとおり奨学資金の返還の猶予を申請します。 

奨 学 生 番 号 第    号 

住        所         

申請者（奨学生）氏名     ㊞

 略 

注 略 

  

別記様式第11号（第13条関係） 

鳥取県育英奨学資金返還免除申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

住    所          

申 請 者 氏 名          

申請者が相続人の場合は続柄：奨学生の（  ）

次のとおり奨学資金の返還の免除を申請します。 

 略 

理由

（※

） 

 略 添 付

書類 

 略 

□精神又は身体の著し

い障がい 

医 師 の 診

断 書 、 障

害 者 手 帳

の写し等 

□（ ）年の県内居住

 （ ）年の県内就業

県 内 居 住

の 期 間 に

係 る 住 民

票 及 び 戸

籍 の 附 票

並 び に 県

内 就 業 の

期 間 に 係

る 勤 務 先

の 就 労 証

明 書 （ 自

営 業 の 場

合 は 当 該

期 間 分 の

確 定 申 告

書 の 写

し）等 

別記様式第11号（第13条関係） 

鳥取県育英奨学資金返還免除申請書 

年 月 日

鳥取県教育委員会 様 

住    所         

申 請 者 氏 名         

申請者が相続人の場合は続柄：奨学生の（  ）

次のとおり奨学資金の返還の免除を申請します。 

 略 

理由

（※

） 

 略 添 付

書類 

 略 

□精神又は身体の著し

い障がい 

 

医 師 の 診

断 書 、 障

害 者 手 帳

の写し等 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

  

注 略 

 

注 略 

 

   附 則 
この規則は、令和７年７月４日から施行する。 


